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※育児編（2025年2月号掲載）は左記QRコードよりご覧いただけます。

2
0
2
5
年
4
月
1
日

の
育
児
・
介
護
休
業
法

の
改
正
に
伴
い
、
介
護

休
業
制
度
等
に
つ
い
て
従
業
員
へ
の

個
別
周
知
・
利
用
の
意
向
確
認
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
介

護
休
業
等
に
関
す
る
社
内
制
度
を
確

認
し
た
い
の
で
、
関
連
す
る
諸
制
度

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

我
が
国
の
介
護
を
理
由

と
す
る
離
職
者
は
毎
年

約
10
万
人
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
介
護
離
職
防
止
の
た
め
、

必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
を
図

る
と
と
も
に
、
仕
事
と
育
児
・
介
護

の
両
立
の
た
め
の
制
度
づ
く
り
を
推

進
し
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
正

が
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
そ
の
都
度
、
育
児
・
介
護

に
関
係
す
る
社
内
規
則
・
規
程
に
つ

い
て
改
定
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
25
年
2
月
号
（
※
）
の
本
誌

Q
&
A
で
回
答
し
た
育
児
休
業
に
係

る
改
正
へ
の
対
応
に
加
え
て
、
介
護

休
業
に
つ
い
て
も
措
置
を
講
じ
る
べ

仕
事
と
介
護
の
両
立
に
向
け
て

社
内
制
度
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

き
事
項
が
出
て
お
り
ま
す
。
以
下
に

育
児
・
介
護
休
業
法
改
正
へ
の
対
応

と
と
も
に
介
護
休
業
に
係
る
諸
制
度

に
つ
い
て
概
説
し
て
い
き
ま
す
。

1
．
育
児
・
介
護
休
業
法
に
よ
る
介

護
休
業
制
度

　

育
児
・
介
護
休
業
法
で
は
、
介
護

の
た
め
に
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
を
防
止
す
る
た
め
、
介
護
と
仕
事

の
両
立
が
図
れ
る
よ
う
次
の
支
援
制

度
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑴
介
護
休
業
に
よ
る
支
援

　

要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
に

つ
い
て
、
対
象
家
族
1
人
に
つ
き
通

算
93
日
、
3
回
ま
で
分
割
し
て
介
護

休
業
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

介
護
休
業
の
期
間
は
「
仕
事
と
介

護
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
体
制
を
整

え
る
た
め
の
期
間
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
た
め
の
準
備
期
間
と
し
て
も
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
介
護
休
暇
に
よ
る
支
援

　

介
護
が
必
要
な
家
族
1
人
に
つ
き
、

1
年
度
に
5
日
ま
で
、
2
人
以
上
の

場
合
は
10
日
ま
で
、
介
護
休
業
や
年

次
有
給
休
暇
と
は
別
に
、
1
日
単
位
、

半
日
単
位
ま
た
は
時
間
単
位
で
休
暇

を
取
得
で
き
、
従
業
員
か
ら
会
社
に

申
し
出
る
こ
と
で
利
用
で
き
ま
す
。

　

2
0
2
5
年
4
月
か
ら
の
改
正
法

で
は
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
労
使
協

定
に
基
づ
き
除
外
で
き
る
と
さ
れ
て

き
た
「
継
続
雇
用
期
間
が
6
カ
月
未

満
の
従
業
員
」
の
要
件
は
廃
止
さ
れ
、

除
外
で
き
る
の
は
「
週
の
所
定
労
働

日
数
が
2
日
以
下
」
の
従
業
員
の
み

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
規
則

お
よ
び
労
使
協
定
の
改
定
が
必
要
と

な
り
ま
す
（
表
）。

⑶
短
時
間
勤
務
等
に
よ
る
支
援

　

事
業
主
は
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ

か
の
制
度
（
介
護
が
必
要
な
家
族
1

人
に
つ
き
利
用
開
始
か
ら
3
年
間
で

2
回
以
上
の
利
用
が
可
能
な
制
度
）

を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
短
時
間
勤
務
の
制
度
：
日
、
週
、

月
単
位
な
ど
で
勤
務
時
間
や
勤
務

日
数
の
短
縮
を
行
う
制
度

②
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
制
度
：
3

カ
月
以
内
の
一
定
の
期
間
の
総
労

働
時
間
を
定
め
て
お
き
、
従
業
員

が
そ
の
範
囲
内
で
各
自
の
始
業
・

終
業
時
刻
を
自
分
で
決
め
る
こ
と

が
で
き
る
制
度

③
時
差
出
勤
の
制
度
：
1
日
の
労
働

時
間
は
変
え
ず
、
所
定
の
始
業
時

刻
と
終
業
時
刻
を
早
め
た
り
、
遅

く
し
た
り
す
る
制
度

④
従
業
員
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
費
用
の
助
成
、
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
制
度

⑷
所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業
免
除

の
制
度
）
に
よ
る
支
援

　

介
護
終
了
ま
で
残
業
を
免
除
す
る

表　就業規則への規定例

出所：筆者作成

第×条（介護休暇）
1. 要介護状態にある家族の介護その
他の世話をする従業員は、～略～ 
介護休暇を取得することができる。
2. 労使協定の締結により除外された
次の従業員からの介護休暇の申出は
拒むことができる。
⑴引き続き雇用された期間が6カ月

未満の従業員（削除）
⑴1週間の所定労働日数が2日以下

の従業員
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制
度
で
、
従
業
員
か
ら
会
社
に
申
し

出
る
こ
と
で
利
用
で
き
ま
す
。
残
業

免
除
は
介
護
終
了
ま
で
何
回
で
も
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑸
時
間
外
労
働
、
深
夜
業
の
制
限
に

よ
る
支
援

　

介
護
の
た
め
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、

1
カ
月
で
24
時
間
、
1
年
で
1
5
0

時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
制
限

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
深
夜
労
働
と

な
る
午
後
10
時
か
ら
翌
午
前
5
時
ま

で
の
就
業
も
制
限
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
、
時
間
外
労
働
、
深
夜
業
の
制
限

は
、
い
ず
れ
も
介
護
終
了
ま
で
何
回

で
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑹
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
の
努
力
義
務
化

　

要
介
護
の
対
象
家
族
を
介
護
す
る

従
業
員
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
選
択
で
き

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
、
事
業
主

の
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
導

入
す
る
場
合
に
は
、
就
業
規
則
に
そ

の
旨
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
．
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
雇
用

環
境
整
備

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
介
護
離
職
防

止
の
た
め
の
仕
事
と
介
護
の
両
立
支

援
制
度
等
の
強
化
が
さ
れ
ま
し
た
。

介
護
休
業
や
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
申
出
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
事
業
主
は
以
下
の
㋐
〜

㋓
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
㋐
〜
㋓
の

う
ち
複
数
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㋐
介
護
休
業
・
介
護
両
立
支
援
制
度

等
に
関
す
る
「
研
修
の
実
施
」

㋑
介
護
休
業
・
介
護
両
立
支
援
制
度

等
に
関
す
る
「
相
談
体
制
の
整

備
」（
相
談
窓
口
設
置
）

㋒
自
社
の
従
業
員
の
介
護
休
業
取
得

・
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用

の
「
事
例
の
収
集
・
提
供
」

㋓
自
社
の
従
業
員
へ
の
介
護
休
業
・

介
護
支
援
制
度
等
の
「
利
用
促
進

に
関
す
る
方
針
の
周
知
」

3
．
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
個
別

の
周
知
、
意
向
確
認
の
措
置

⑴
従
業
員
か
ら
の
申
出
に
よ
る
個
別

の
周
知
事
項

Ⓐ
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
お
よ
び

介
護
両
立
支
援
制
度
等
（
1
の
⑴

〜
⑹
）

Ⓑ
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
お
よ
び

介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に

係
る
申
出
の
申
出
先

Ⓒ
介
護
休
業
給
付
に
関
す
る
こ
と

　

以
上
の
個
別
の
周
知
お
よ
び
意
向

確
認
は
、
ⓐ
面
談（
オ
ン
ラ
イ
ン
で

も
可
）、ⓑ
書
面
の
交
付（
郵
送
に
よ

る
こ
と
も
可
能
）、
ⓒ
F
A
X
の
送

信
、
ⓓ
電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
の
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、ⓒ
ⓓ
は
従
業

員
が
希
望
し
た
場
合
の
み
実
施
可
能

と
さ
れ
ま
す
。

⑵
介
護
に
直
面
す
る
前
の
早
い
段
階

（
40
歳
等
）
で
の
両
立
支
援
制
度

等
に
関
す
る
情
報
提
供

　

従
業
員
が
40
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
年
度
（
1
年
間
）
あ
る
い
は
40

歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
1
年
間

の
い
ず
れ
か
で
、
⑴
の
Ⓐ
〜
Ⓒ
に
関

し
て
の
情
報
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
情
報
提
供
の
方
法
は

⑴
の
意
向
確
認
の
方
法
と
同
じ
で
す
。

　

介
護
に
直
面
し
た
旨
の
申
出
は
、

口
頭
に
よ
る
申
出
で
も
可
能
で
す
が
、

円
滑
な
措
置
の
定
義
の
た
め
に
、
あ

ら
か
じ
め
書
面
で
申
出
等
を
決
め
て

お
き
、
そ
の
周
知
を
行
っ
て
お
く
こ

と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

4
．
介
護
保
険
に
よ
る
支
援
制
度

　

介
護
保
険
制
度
は
2
0
0
0
年
に

創
設
さ
れ
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認

定
を
受
け
、
社
会
全
体
で
介
護
を
必

要
と
す
る
高
齢
者
を
支
え
る
制
度
と

し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険

へ
の
加
入
は
40
歳
以
上
と
し
、
40
歳

か
ら
64
歳
の
人
に
つ
い
て
は
、
自
ら

も
加
齢
に
起
因
す
る
疾
病
に
よ
り
介

護
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
高
く
な

る
こ
と
に
加
え
、
親
が
高
齢
と
な
り

介
護
が
必
要
な
状
態
と
な
る
可
能
性

が
高
ま
る
時
期
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

介
護
保
険
制
度
に
よ
り
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
対
し
給
付
を
行
い
、
老
後
の
不

安
の
原
因
で
あ
る
介
護
を
支
え
て
い

く
と
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

5
．
雇
用
保
険
か
ら
の
介
護
休
業
給

付
制
度

　

対
象
家
族
の
介
護
を
行
う
た
め
に

休
業
す
る
従
業
員
（
雇
用
保
険
の
被

保
険
者
）
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満

た
し
た
場
合
、
支
給
対
象
と
な
る
同

じ
家
族
に
つ
い
て
、
93
日
を
限
度
に

3
回
ま
で
に
限
り
、
雇
用
保
険
か
ら

介
護
休
業
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
介
護
休
業
給
付
の
受
給

要
件
、
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、
下

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
下
記

Q
R
コ
ー
ド
）に
お
い
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

記
Q
R
コ
ー
ド
の
リ
ン

ク
先
に
て
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。


